
2広報かに 2010.2.15

　問合先　美濃加茂年金事務所　☎㉕8181、または市国保年金課

国民年金保険料の納付が困難な場合、所得基準に応じて免除申請ができる場合があります。

免除申請時に必要なもの 　年金手帳、認め印、本人確認ができるもの（運転免許証など）、学生納付特例の場
合は学生証（コピー可）または在学証明書、など

平成22年度　国民年金保険料の早見表

1カ月分 6カ月分 1年分

保険料 割引額 保険料 割引額 保険料 割引額

毎月納付

納付書による現金納
付または翌月末振替

15,100円 － 90,600円 － 181,200円 －

当月末の口座振替
（早割）

15,050円 50円 90,300円 300円 180,600円 600円

6カ月分前納
現金納付 － － 89,860円 740円 179,720円 1,480円

口座振替 － － 89,570円 1,030円 179,140円 2,060円

1年分前納
※ ４月30日ま
でに納めて
ください。

現金納付 － － － － 177,980円 3,220円

口座振替 － － － － 177,400円 3,800円

国民年金保険料のお知らせ
平成22年度の国民年金保険料は月額1万5,100円です

日本年金機構から4月上旬、22年度（1年分）の国民年金保険料の納付書が送付されます。
ただし、21年度に免除等を受けている人は次の表となりますので、ご確認ください。

納付書で納める場合

○全額免除・若年者納付猶予

　6月分までは全額免除または若年者納付猶
予期間となるため、7月上旬に7月分から23
年3月分までの納付書を送付します。

○一部納付（一部免除）

　6月分までは一部納付（一部免除）期間と
なるため、4月上旬に4月分から6月分までの
一部納付分の納付書を送付します。また、7
月上旬に7月分から23年3月分までの全額分
の納付書を送付します。

○学生納付特例

　3月分までは学生納付特例期間となるため、
4月上旬に4月分から23年3月分までの納付書
を送付します。

口座振替で納める場合

次のいずれかの方法で納めていただきます。

○毎月納付（翌月末の振替）

○毎月納付（当月末の振替　※早割）
※ 早割とは、当月保険料を当月末に引き落とすこ

とで割引になる制度です。

○6カ月分前納

○1年分前納

22年度分以降についても、21年度の振替方法が
継続されます。

 

クレジットカードでも納めることができます。
詳しくは、市国保年金課へお問い合わせください。


